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Abstract

Inthisarticle,theauthorinvestigatestheroleofEileenDonovan,anadvisoroftheCivil

InformationandEducation(CI&E)ofGeneralHeadQuarters(GHQ),fromOctober1945toJune

1948.IntheEducationDivisionofCI&E,Donovanplayedasignificantroleinthepostwarreforms

asanoccupationofficerinchargeofwomen'seducation.EileenDonovancontactedJapanese

womenleadersandteamedtogetherinaplantoreformJapanesewomen'seducationincluding

openingthedoorsofUniversitiestowomen,establishingwomen'scolleges,andintroducing

co-education.DuringherstayinJapan,EileenDonovanmadeagreatcontributiontodeveloping

Japanesewomen'seducation.However,whatherspecificrolehadbeeninthesereforms,aswell

andherviewsonwomen'seducation,havenotbeenresearchedinanydepth.Inthispaper,the

authorconcentratesattentiononthisimportantindividual,andfocusesprimaryattentiononthe

followingthreepoints:

(1)HowdidEileenDonovanparticipateinwomen'seducationpolicyduringtheearlyoccupationof

Japan?

(2)WhatfundamentalcontinuitiescanbedetectedinEileenDonovan'seducationalphilosophy

fromtheprewardays2

(3)HowdidEileenDonovandevelopandputintopracticeherideasonwomen'shighereducation

reformduringtheoccupationperiod?

Bythrowinglightonthesepreviouslyunexploredquestionswewillgainsignificantunderstanding

intothelifeworkandcontributionofaprominenteducationalleaderwhosegroundbreakingwork

contributedprofoundlytotheadvancementofJapanesewomen.

は じめに

本稿 は、GHQの 特別参謀部の一つ として設置 された民間情報教育局教育課(以 下CI&Eと 略記

す る)の 女子教育担 当官アイ リ0ン ・ドノヴァン(EileenDonovan)が 戦後の教育改革に果 た した役

割 を解 明す るこ とを 目的 とす る。

近年は 占領期の女子教育改革に関す る実証 的な研 究活動 が活発化 しつつあ り、特 にアメ リカ側所

蔵 の膨大な量 の占領期文書 をふまえる動向がみ られ る。 中でもCI&E女 子教育担 当官 を直接的 に扱
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った先行研 究 としては、土屋 由香や上村千賀了な どの先駆的な研究 がある(1)。CI&E女 子教育担 当

官 ドノヴァンに関す る研究 としては上村の 『女性解放 をめ ぐる占領 政策』(2)が詳細であ るが、これ

以外 に ドノヴァンの改革活動、改革構想、女了教育思想 な どに焦点をあてた先行研究はほ とん ど皆

無で ある。

本稿では特 に解明すべ き点 として、第一 に占領初期、 日本政府 お よびアメ リカ側の女了教育政策

において、 ドノヴァンは どの よ うに関与 していたのか、第二 に ドノヴァンはアメ リカでの経験 をも

とに、 どのよ うな女子教育思想 を もち、改革 に活かそ うとしていたのか、第三に ドノヴァンは どの

よ うな女子高等教育論 を展開 させ 、実践 してきたのか、 これ らの観点 を追求 し、改革における ドノ

ヴァンの役割 を探 る。

以下、本論 に入 る前 に確認 してお きたいのは、 占領期 の教育改革 の中で女了教育はかな り早い段

階か ら重要課題 として取 り上げ られ ていた ことである。土屋 由香 が指摘(3)し てい るように、アメ リ

カ政府 が掲 げた教育政策文書の中で、最初 に女了教育に関係す る内容 を説いたのは、1945年7月30

日、国務省文化協力局 のゴー ドン ・ボ0ル ズ(GordonBowles)の 起草 した 「日本帝国降伏後の軍政:

軍 国主義の廃絶 と民主主義強化 のための手段:教 育制度」であった。そこには、「性別お よび社会的 ・

経済的地位 にかかわ らず教育の機会均等 を保証す る」ための措置 を占領 軍が取 るべきであるとされ 、

民主主義 的制度の発展 を奨励す るために、男女の教育 の機 会均等 が強調 され ていた(4)。 このボール

ズが起草 した 日本の教育制度に関す る政策 か ら、1945年5月 か ら7月 頃 には、彼 の立案 によ り、女

了教育改革 が占領 政策 の重要課題 として標榜 されていた ことがわかる。 このボールズの文書 は、第

一次米国教育使節 団およびCI&Eに 強 く影響 を及ぼ し
、女性の教育機会の増 大をめ ぐっての議論 を

活発化 させ る基点 とな り、その意 向は 『第一次米国教育使節団報告書』へ と受 け継がれていった。

GHQが 設置 された直後 の1945年10,月 の末に女性の顧 問 として初 めて就任 したのは、ドノヴァンで

あった(在 任期 間1945年10.月 ～1948年6月)(5)。 占領初期 におけ る女子教育改革は、終戦後 いち早

く女子教 育向上 を説 いた ドノヴァン と日本側女性 リーダー たちに よって遂行 され た。ドノヴァンは、

ボールズの改革の基本路線 に基 づき、女子教育政策においては、女子学生に対す る差別 を取 り除 く

こと、女性 の教育機会均等 を確 立す ること、 これ らを最 たる 目的 とし、改革の方 向性 を見出 してい

った。

本稿 では 日本 占領政策 関係 資料(GHQ/SCAPRecords)、GHQ、CI&E関 係者 の個人文書 とい った

一次資料 に着 目し
、特 に ドノヴァンのメモ ランダム、会議録、書簡等 を通 して詳細 に把握す るこ と

によ り、CI&E女 了教育担 当官 ドノ ヴァンが改革 にいかなる影響 を与 えたのかを模索す る。

1.占 領 初期の女子教育政策にお けるアイ リー ン ・ドノヴ ァンの関与

(1)「 女子教育刷新要鋼」の作成

日本 が戦後最初 に女子教育政策 として掲 げたのは、文部省 よ り閣議 の諒解 を得 て公表 された 「女

子教育刷新要鋼」(1945年12.月4日)で あった。 この要綱の冒頭 には、方針 として 「男女間二於ケル

教育 ノ機会均等及教 育内容 ノ平準化並二男女 ノ相互尊重 ノ風 ヲ促進 スル コ トヲ目途 トシテ女子教育

ノ刷新 ヲ図ラン トス」 と示 されていた。要綱 ではこの方針 の基づいて(1)女 子 に対 して高等教育

機 関を開放す る(2)女 子 中等学校 の教科を男子 中学校 の教科 と同等 にす る(3)大 学教育 に於い

て男女共学制 を採 用す る とい う三項 目の実施 を掲げた。要綱 に掲げ られた方針 と項 目は、戦時 中の

教育審議会 の答 申で提案 されていた事項であった。要綱 は戦後 日本 の女了教育再建 に当たっての改
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革 の基本方針 とその具体的実現のための諸方策 を支持 した文書であ り、理念的 ・制度的に も基本的

な女子教 育の基盤 はそ こに始まる とい って も過言ではない。

要綱は閣議i諒解 で出 され る以前 の10月27日 に、す でに 「女了教育刷新要綱案」が作成 され ていた。

文部省 の女子教育に関 しての具体 的な動向は、1945年10月15日 に行 われた教員養成諸学校長お よび

地方視 学官 を招集 しての教育方針 中央講習会 において、当時文部行政 を担 当していた前 田文部大臣

が 「女子教育の水準 を思い切 って向上せ しめる」ことを検討 中と言及 した ことに始ま る。これ以後、

文部省 において女子教育 の検討 が行 われ、要綱案が作成 された と推察 できる。前 田文部大臣は 「終

戦直後5ヶ,月 在任 の記録」(6)の中で、「女子教育刷新要綱」が研 究結果 の具体案 を得 た後、学校 当事

者 に意見を聞いた上で発表が行 われ た と指摘 しなが ら、全体 としては要綱の起草 が独 自性 に基づい

たものであるこ とを示唆 した。

CI&Eの アイ リ0ン ・ドノヴァンのメモ ランダムには、「女子教育刷新要綱」を受 け取 った後 のCI&E

の対応 が記 されていた。マー ク ・オア(MarkOrr)に 宛 てた1945年12月20日 付 の ドノヴァンのメモ

ランダムには、 「女子教育刷新要綱」は文部省 か ら閣議の諒解 を得た12,月4日 にCI&Eに 提出 され 、

それ をロバ0ト ・ホ0ル(RobertHall)が 受け取 った とい う報告が され ていた(7)。 このメモ ランダ

ムには、「ヘ ンダー ソンが、その計画(女 子教育刷新要綱)は 、女子教育 に関心を持つ 占領軍 を意識

す ることになった後 、内閣が創 出 したものである と述べた」 と記述 され、 これ に加 えホ0ル は、要

綱 に関 しての 「賛成 ・反対 ・修正 の提案は していない、単 にそれを受 け止めた」 と記 され ていた。

これ らの記載 か ら、日本側 による要綱の考案は、GHQの 考 え方 を反映 しつつ も、自発的改革へ の意

向か ら着手 された もの と考 えられ る。

さらにオアに宛てた1945年12月24日 付の ドノ ヴァンのメモ ランダムには、「文部省か ら要望 された

議題」として、「女子教育刷新要綱」に伴 って、公立や私学 を含 めた全 ての レベル での学校 は どうよ

うな方向性 が与 えられ たのか、また、要綱の実施のために、 どの よ うな進行計画 があるのか、 とい

った要綱の実施準備 に向けての疑 問が提示 され ていた(8)。 このメモか らは、文部省 が要綱 を遂行 す

るにあたっての具体的な実施案 はGHQに 委ね られていた ことが窺 える。

つま り、 ドノヴァンのメモ ランダムか ら、要綱はGHQの 影響 を受 けた文部省 が主体的に戦後の

女子教育改革 を推進 しよ うとした意 向か ら創 出 された ものであった ことが裏付 け られ る。 閣議諒解

された12月4日 に要綱 を渡 されたCI&Eは 、それに対 して文部省 の積極 的な態度 を尊重 し、 しか も

その要綱案 が無理な く実施できるよ うな対応 を図ろ うとしたのであった。 この ことは、要綱 が出さ

れた時点において、 日本側 とGHQ側 の両者 間に存在 した女了教育政策上の差異 は基本 的にはなか

った ことを意味 していよ う。

(2)米 国教 育 使 節 団 と女 子 教 育改 革

CI&Eは1946年3月 、 ジ ョー ジ ・ス タ ッダー ド(GeorgeStoddard当 時 、イ リノイ 大学 総 長)を 団 長

とす る27名 の高名 な ア メ リカ 人教 育 者 た ち か らな る米 国教 育使 節 団 を招 聰 した。同年4月7日 、『第

一 次 米 国教 育 使節 団報 告 書 』ReportoftheUnitedStatesEducationM!sslonto
,japanが 日本 政府 に渡 さ

れ 、公 表 され た。作 成 にあ た って は、CI&Eと 日本 側 の準備 資 料 が 基礎 的資 料 とな り、具 体 的勧 告 は

使 節 団 が 日本 側 委員 会 との会 談 、学 校 視 察 な どを参 考 に しなが ら、独 自に作 り上 げて い っ た と され

てい る(9)。

使節 団 が使 用 した基 本 資 料 と して は、EducationIn,japan『 日本 の 教育 』CI&E教 育課 編(1946

年2月15日)が あ げ られ る(10)。 こ の冊子 に は 、第 一部 の11番 目に女 了 教 育 が掲 げ られ 、1945年8月
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15日 以前の女了教育の状況 を詳細 に記述 している(11)。現状の女子教育の問題 としては、高等女学校

の学問的水準 の低 さ、 もう一つは私立大学の幾つかは女子 の入学を認 めてい るものの、実際の とこ

ろ女了入学 は困難 であるこ とを述べ てい る。加 えて、従来 の男女差別 の改善及び 自由社会 の再構築

にあたって、女性 が重要な役割 を果たせ るための知識 向上等の問題解決へ の見通 しを提示 している。

この 『日本 の教育』が作成 され る以前 に発表 されたGHQの 教育 に関す る第一指令 「日本教育制

度 に対する管理政策 」(1945年10,月22日)に 基づ き、すでに ドノヴァンは女子生徒 に対す る差別撤廃

お よび女子 のた めの教育 の機 会均等 を主張す る問題提起 を明示 していた(12)。そ こにはまず女子教育

に関す る文部省の法令調査、女学校 の教育課程 を中学校 の課程 と同等 にす ること、教科書並び に一

週 間の授業 時間数を中学校 と同 じにす ること、男性 と同 じく上級 学校 に必要な授業内容 と学年数 を

補充す ること、大学 ・高等学校 の講義 を女性 に開放す ることな どが掲 げ られ、女了教育に対す る差

別撤廃 に取 り組む姿勢 を示 していた。 ドノヴァンの問題提起は 『日本 の教育』 に提示 され た女子教

育 問題 と、ほぼ同様 の内容 が窺 える。つ ま り、『日本 の教育』に掲げ られた女了教育の項 目について

は、その作成過程において、 ドノヴァンが重要 な役割 を担 っていた ことは確 かであろ う。

GHQは 日本政府 に対 して、1946年1.月9日 「日本教育家の委員会 に関す る件」とい う指令 を発 し

て、米国教育使節 団の派遣の 目的 と経緯 を説 明 し、 これ に対 して、 日本政府側 でも、 日本教育家の

委員会を組織 してその受 け入れの体制 を整 えるこ とを要求 した。 この指令に基づ き2月2日 に29名

か らな る 「日本側教 育家委員会 」を設 けた。従来の研 究でも指摘 され てい るよ うに、第一次米国教

育使節 団の 『報告書』の作成過程 に至 る一連の活動の中では、CI&E担 当官たち と日本側教育家委員

会 の委員 との積極的な協力活動 が顕著であった。特にCI&Eの 各分科会が教育使節団の各委員会に

対 して行 った講義は、十分な準備 に裏付 け られた詳細、明確 な内容 で、『報告書』の作成にかな りの

影響 を与えたもの と位置づ けられ てい る ㈹。

ドノヴァンの文書には、彼女が使節 団に対 して 日本 の女子教 育を教授 していた模様が活 写 されて

いる(14)。1946年3 ,月14日、 ドノヴァン、 日本側教育家委員会メ ンバーの星野 あい と河井道 は、教育

使節団に対 しての講義 を行った(15)。1945年12,月 頃か らすでに、星野をは じめ とす る女子教育 関係者

はCI&Eを 訪 問 してお り、特 に星野 と河井 は ドノヴァン と密接 な関係 にあった(16)。おそ らく星野 と

河井の講義 は、 日本側教育家委員 とい う立場 か ら、 ドノヴァンの講義 を援助す る形で行 なわれた可

能性が高い と思われ る。

この講義 で ドノヴァンは、『日本の教 育』に書かれていた主 旨と同様 に、女子教育の重要性 を力説

し、女学校 は中学校 よ り教育水 準が低かったな どの歴 史的事実 を指摘 していた。特 に ドノヴァンの

講義の中で注 目したい点 は、「良妻賢母 として子 どもを育成 し、知的で社会 に参加す る市民 として役

割 を果たす とい う両方 の権利 を求 める」 として、改革の方 向性 を戦前 の伝 統的教育理念 であった良

妻賢母か ら、良妻賢母 の思想 を広義 に求めた点 である(17)。

一方
、講義 において星野は高等教育の現状分析 と重要 な問題 点を説 明 した。河井は良妻 賢母思想

の解釈 の仕方 について述べ、女性 がもち得 た生来的特質 に加 え、男性的な活動力 をプ ラス させ るこ

とで、良妻 賢母 を新 たに捉 える女性観 を提示 していた。 ドノヴァンの表現 とは少 々異な るが、河井

の女性観 には、 ドノヴァン同様 に、良妻賢母 の意味合 いを広 く捉 える とい う思想 の一端が垣 間見 ら

れ る。

この よ うに ドノヴァン、星野、そ して河井 が女子教育の歴史的経緯、私立学校、女子高等教育の

現状、差別 の実態を分析、調査 し、改革の方 向性 を見出 した。 しか し、 ドノヴァンは この講義は随

分苦労 して資料収集 して準備 したものであったものの、それが 『報告書』にはあま り反 映 されなか
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った との不満を述べていた ㈹。確かに、彼女たちが提示 した政策立案は積極的には取 り入れ られて

いない。結局のところ、高等女学校の水準問題、女子専門学校の大学昇格問題など、『報告書』にお

ける種々の女了教育に対する示唆は具体性に欠け、『報告書』の女了教育に関する部分は、理念的提

言を積極的に示 したのみに留まっている。

2.ア イ リー ン ・ドノ ヴ ァ ンの 女子 教 育 観

(1)ド ノヴァンの経験 的背景

アイ リーン ・ドノヴァンはマサ ッチ ューセ ッツ州ボス トンの ラテン ・ス ク0ル を卒業 した後、ボ

ス トン ・ティーチ ャーズカ レッジで学士号を取得 した。 ドノヴァンが教育 を受 けたボス トン ・ラテ

ン ・ス クール は19世 紀末、女性 の大学教育の機会 を拡大す るために、男性 同様 の公立学校教育 を女

性 に与 え るとい う共学化の是非 をめ ぐって教 育の論争 を起 こ した歴史的 に特徴 あ る学校 で あった

(19)
。戦後 の 日本 において、CI&E担 当官 として ドノヴァンが主張 した男女共学の推進は、 このよ う

な教育の機会均等論 に対 しての画期的な背景 をもった学校 で教育経験 がひ とっの契機 となっていた

と考 えられ る。

スクール卒業後、ドノ ヴァンはボス トン・テ ィ0チ ャ0ズ カ レッジ、さらに大学院へ と進み、「1910

年 か ら1935年 のアメ リカ とメキシコの外交関係」 とい うテーマの論文 で修士号を取得 した。主 に歴

史、政治、経済での分野 の研 究に従事 していた。ボス トン ・テ ィ0チ ャ0ズ カ レッジ時代 は、クラ

スの リ0ダ0を2年 間、歴史アカデ ミーの リー ダー を3年 間務め るな ど優 れた リーダーシ ップ能力

を発揮 してお り、かな りの指導力 をもっていたよ うである。また大学卒業後は、市民 と社会 に関係

す る組織 に専 門職 として活躍 した職歴 をもつな ど、非常に社会に貢献的だった様相が窺 える(20)。

さらに、ボス トンの ドナル ド・マ ッケイ校で5年 間、歴 史 ・経済の教師 として勤務 した後は、1943

年 に米国陸軍女性部 隊に入隊 し、1000人 以上の志願者 の中か ら選 ばれ た20名 の女性部隊の一員 とし

て、バージニア大学陸軍軍政学校 に入学 した(21)。軍政学校 の後 は、1945年8月 に ミシガン大学民事

要員訓練所 、同年9月 にカ リフォル ニア州 モン トレーの民事要員駐 屯所 を経 て、翌10月 に来 日を果

た した(22)。軍 関係者 による文書による と、 ドノヴァンは、仕事に従事す る上で、知性 、忠実 さ、信

頼性、幅広 い知識 、均衡 の とれた気質、変化す る状況でのバ ランス感覚 と用意周到な適応能力 を証

明 していた とい う記述 がある(23)。 ドノヴァンの持 ち得た想像力 、判断力、指導力な どの有能 さが、

占領期 日本 の女了教 育改革 を遂行す るなかで、いかに大きな影響 を及 ぼ したかがここに把握 できよ

う。

ドノヴァンは 日本 に赴任 した時、30歳 とい う若 さであったが、 ドノ ヴァンの足跡 を辿 ると明 らか

なよ うに、大学時代 に得た経験 、教育分野にお ける民間人 としての経験、そ して軍隊の経歴 か ら、

指導的地位 に進出 した女性であったこ とが窺 える。 このよ うな ドノヴァンの経験的背景、人格が、

後 に国務省入 り、GHQの メンバ0、CI&Eの 女子教育担 当官 として抜擢 され るに至 らしめたので あ

る。

(2)ド ノヴァンの女子教育観

地方視察 な ど機会 あるご とに男女共学の意義 を説いてまわる中、 ドノヴァンは上智大学での講演

において、女子教育の意 味 と意義 を語 っていた(24)。まず、 「アメ リカにおけ る女子教育問題 につい

て」 とのテーマで、女了教育の問題点 を掲げていた。 その中で、女了教育の問題 は社会生活 の問題
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と密接 に絡み合っているこ とを掲 げ、現在の女性 に とって主に必要な ことは、「女性の地位 と民主化

の地位 は同時に上昇 し同時 に下降 していった とい う歴 史的事実」を認識す るこ とである と主張 した。

これ に加 え、 「伝統 が女性 の進歩の大きな障害 となってい る」 ことを訴え、 「民主化 における市民 と

しての特別 な責任感 を持つ女性 を奮い立たせ る」 ことが 目標であ るとした。 つま り、 ドノヴァンは

民主化社会 を形成す ることで、連動的 に女性 の地位 向上が実現できるこ とを確信 し、民主化社会の

中で女性 が一市民 として何 らかの役割 を担 うことを求めていたのである。

また、 ドノ ヴァンは 「女性 の社会的役割 の価値」 とい う点 に関心を示 していた。来 日してか らす

ぐに、 ドノヴァンはアメ リカでの経験 を踏 まえ女性 の参政権 を懇願 していた。 ドノヴァンの 日本の

女子教育改革 に対す る姿勢は 「日本女性 の教育水準の進歩 は世界の将来 にとって重要である」 との

考 えに立脚す るものであった。 それ ゆえ、 日本人の女性 たちが参政権 をもつ ことが何 よ りも重要で

ある と考えていた。ドノヴァンは 日本女性 たちの多 くが基本 的な知識 をもっていない ことを批判 し、

参政権を もつ意義 と、彼 女たちのそれ に対す る理解 の必要性 を説いていた(25)。これは女性 たちが法

律的な平等 と参政権 を得 ることができれば、当然 にも女性 たちは男性 と同等の能力 を発揮 し、解放

され うるといった フェ ミニズムの理論 に基づいたものであった。

ドノヴァンは 「女性 自身の知識 の獲得 と意識 の変容 」を強 く訴えていた。 民主主義社会 の確立 と

関連付けて、「民主社会 の形成において、女性が社会 の変革、政治的な歴史 の変遷 、組織に関す る知

識 をもたなければな らない」とい う女性 の知識獲得 に関す る要求 を切 り出す とともに、「特に今 日の

女性は社会養成が必要 である。家庭 内役割 で強い られた社会か らの孤立は排 除 された」 と女性の解

放 を論 じた。加 えて、女性のみに限 らず若年 の男女に対 しての社会 的知識の必要性 を結論づ けた。

このよ うに ドノヴァンは幾度 も民主主義社会 と知識 の獲得 を論 じていた。「教育 は趣意 、目的をもた

なければな らない とい うこ と、そ して教育は民主的な生活 におけ る活力 とな るに違いない」 と主張

し、民主化 と教育の重要性 を強調 していたのである。

3.女 子高等教育改革 におけるアイ リー ン ・ドノヴァンの役割

(1)女 子高等教育の 目的

占領 下では、GHQ(CI&E)が 戦前 日本の共学論 を教育方針 に反 映 させ るな ど、戦後の男女共学制の

成立は、戦前 の男女共学 をめぐる諸運動の一つ の成果 が根底 にあ り、単純にはCI&Eの 圧力 で実施

された とはいえない との指摘がある(26)。しか しなが ら、 トレーナー文書の 中の ドノヴァンによる男

女共学につ いての報告 には、男女共学問題 に対 して 日本側 は基本 的に同意 していても、実施面では

かな り消極 的であった ことに、CI&Eが 不満 を抱いていたこ とが読み取れ る(27)。つま り、戦後学制

改革期の 日本 で全国的な規模 にわた り共学制 を実施す るには、CI&Eが 共学 を支持す る明確 な理論的

根拠 を示す必要があった。CI&Eは 積極的に 日本側担 当者 たちを納得 させ ることが先決である と考 え、

ドノヴァンもその うちの一人であった。男女共学 を阻む法制度 を検討 し、男女共学導入計画 を作成

した ドノヴァンの貢献 については上村千賀子 が詳細に述べ てい るが(28)、筆者 は主 に彼 女が高等教育

にお ける男女共学の重要性 を力説 していた ことに注 目す る。

占領 後の女子高等教育政策の基本構想 は、帝 国大学等 の男子大学へ の門戸解放 と女子大学新設の

二本建てで展 開された。前述 した 「女子教育刷新要綱」にお ける行政措置で考 え られた女子 の大学

教育は、男女 の教育の機会均等 と教育内容 の平準化 を 目指す ことに伴い、女子大学の創設 と大学教

育 におけ る共学制を 目指 した ものであった。しか しなが ら、帝国大学な どの各種 の高等教育機 関は、
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女了 に門戸 を開放す ることに関 してかな り消極的であった。湯川次義 の研 究に よれば、1946年 度の

大学の門戸 開放 に対 して、 ドノヴァンが開放状況 に関心 を寄せ ていた ことを指摘 している(29)。ドノ

ヴァンが高等教育機 関にお ける男女共学の浸透 を重視 していた事実があった といえる。

1946年8,月22日 、 「アメ リカの女子教育事情」 との題 目で行 われた文部省社会教育局 との会談で、

ドンヴァンはアメ リカの女了高等教育 を例 に出 しなが ら、男女の交流 の機 会を重視 し、 日本 にお け

る初等教 育か ら高等教育機 関までの男女共学を促す興味深い意見を陳述 していた(30)。

アメ リカでは20世 紀 に入 ると、女性 も男性 と同様 に、ある時はそれ以上に教養教育 をこなす こ と

が証明 され 、女性 が高等教育を受 け、職 業を もつ ことは当初危惧 され ていたが、肉体的、精神的、

道徳的に何 ら問題 ない とい うことが実証 され ていた。 ドノ ヴァンが学生時代を過 ご した1920年 代後

半か ら1930年 代のアメ リカは高等教育 を受けた女性 がかな りの数 に達 し、女了 の大学生数 は、1929

年 か ら1930年 には約43%を 占めていた(31)。このよ うな女子高等教育の大衆化 を経験 した ドノ ヴァン

に とって、 日本の女了高等教育がかな り遅れ てい ると感 じるのは当然 であった。

文部省社会教育局 との会談における ドノヴァンの発言 か らは、男女 同等の水準 を重要 とし、教育

内容 もすべ て男女同等 であることが望ま しい と考 えていた様相が窺 える。 ドノヴァンの教育観は女

性 の独 立を 目的 とする男女同等の教育思想 を もちなが ら、それは女性 のために男性 と異なる独 自の

教育 を施す のではな く、女性 に も男性 と同等 の教育 を受 け させ よ うとす るものであった。

ドノヴァンの強調す る女子高等教育 の 目標 は、 「経済的 ・政治的平等」であった(32)。経済的 自立

については、職場での女性差別 に注 目した上、女性 が もっ と活躍 できる職種 を考慮 し、雇用 にお け

る男女の平等 を深 く求 めていた。 そこで ドノヴァンが注 目したのは、女性 差別 の根源 として雇用に

お ける男女平等 を求め、女性 の職業的援助 を 目的 に した 「職業ガイダンス」である。文部省社会教

育局 との会談 の中で ドノ ヴァンは、職業ガイダンスについて 「男性 と同等の知 的 レベル を持っ女性

が男性 と同 じ職業を もつ こ とができるよ うにその能力を開発 され るよ う、促 してい くことに 目的が

ある」 と力説 していた。

20世 紀のアメ リカでは大学で学ぶ女性 が増加す るに伴 って、職 業ガイダ ンスが実施 され ていた。

例 えば女性 の職業的援助 を 目的 としたECPOプ ログラムが1926年 に結成 され ていた。1932年 か ら男

女別 に開かれた会合 で、女性 のグル0プ は、1)大 学入学 とオ リエンテ0シ ョン、2)教 育 ・心身

の健康につ いての相談 、3)財 政 的援助、4)職 業指導 な どが協議 され、女了学生の社会進 出をテ

0マ に活動 が行われていた(33)
。

この よ うな女了学生 の就職 の援助 がすでに行 われていたアメ リカでの経験を考慮 した上で、 ドノ

ヴァンは 日本 の女子高等教育改革 において も、女性 の社会的進出を促す ことを女子高等教育 の最大

の 目的 としていた。殊 に女子高等教育の 目的は、社会的な女性 の地位 を確 立す るこ と、特 に男性同

等 の職 業に就 き、女性が独 立できるよ う、女性 の能力の開発 にあった。これはいわゆる 「良妻賢母」

の女子教育 とは完全 に相対峙す る女子教育のアブmチ であった。

(2)女 子教育研究会への参加

ドノヴァンの活動 の中で も、共学 の推進 と同時 に最 も注 目したいのは、女子専 門学校 の大学昇格

を 目指 した活動である。1946年3月 頃まではCI&Eで 女子大学に関す る具体的な方針 は特 に示 して

いなかった。

1946年4月 には 日本女子大学校 をは じめ とす るい くつかの女子専門学校が、女子大学昇格案 を計

画 し、大学令 にもとつ く大学設置認可 申請書 を文部省 に提 出 していた。 しか し、結局1946年4月 か
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ら女了大学 として発足す る学校 は一つ もな く、文部省 は女了大学設置認可に関 してかな り消極的で

あった。その主な理 由は大学 が女性 の門戸 を開いた こと、女子専門学校 の基準が低い ことにあった。

この理 由を覆すべ く、速や かに ドノヴァンは、1946年8月 に来 日したルル ・ホー ムズ(LuluHolmes)

とともに、女子専門学校 の基準問題 の調査に取 り組み始 めた。 ドノヴァンとホー ムズは、4年 制女

了大学の準備 を積極 的に進 めている女了専門学校の代表者 との協力体制 を提 唱 し、文部省 か らの命

令 によらず 、最低基準を満たす よ う、 自主的に再編 を図るこ とを使命 として、組織作 りを援助 した

のである。女子高等教育改革 における重要な鍵 は、これ らの組織的活動 にあった(34)。組織団体 とし

ては、私立の女子専門学校が中心 となった会 が 「女子大学連盟」 と 「日本大学婦人協会」であ り、

他方、国立の女子高等師範学校 を中心に会合 を開いたのが 「女子教育研 究会」と二つ に峻別 できる。

ドノヴァンは、ホー ムズ とともにこれ らの組織的活動 に名 を連ね ていたが(35)、本稿では女了教育研

究会 に着 目す る。

女了教 育研究会につ いては、中心核 を担っていた女了高等師範 学校校長の藤本万治が 「戦後 にお

ける女子高等教育の発展」(36)の中で研 究会 の内容 を詳細 に述懐 してい る。この会 は、著名 な女子教

育者である藤本、東京女子 高等師範 学校教授の倉橋惣三 などの24人 が発起人 とな り、CI&Eか らは ド

ノ ヴァンやホームズを含 めた4人 の助言者 が加 わ り、 「女子教育研 究会設 立趣意書」(37)と 「女子教

育研究会規約」 を作成 し、1946年8.月20日 に設立 された。

1946年 ・-1日 東京女子高等師範学校 において開かれ た第1回 総会 では、「今後 におけ る女子の使

命 とその教育」 とい う題 目の もとに、男女共学制の問題 、女了高等教育の問題 の二つが討論 の中心

となった。討論 を経 て、明確 に され た 目標 は女子大学設 立の問題 を主題 とす ることとなった。

ドノヴァンの会議報 告 によれば、この第1回 総会では、女了教育の 目標 と問題点 について2時 間

程 の討議 を行 ったが、議論がま とま らず結論 に達 しなかったことが報告 され、結局はCI&Eか らの

提案で、小委員会を作 り、教育刷新委員会や文部省 、国会へ訴 えるべ き内容 を作成す ることを助言

した との 旨が記 されていた(38)。研 究会 で決議 した ものは、制度 としてす ぐに実施 を望む ものである

ため、決議事項は関係 当局 に民意 として訴えるべ きだ とい うCI&Eの 助言に よ り、研 究会 は速やか

に決議 書を提 出す るよ う準備 を始 めた。

1946年10.月10日 に開会 された第2回 総会では、東京女子 医学専門学校校長 の吉 岡弥生が議長 を務

め、吉岡が 「女了大学 を設置す ること」 を最 も優先すべ き課題 として報告 した。研究会の決議案 と

して 「女子大学特設に関す る趣意 」が採択 され、「共学 とい う根幹街道 を助け る補助街道 として女子

大学 を多数 に創 設す ることが必要 であ り且有効 である」 と、男女共学制 に関 しては親 の不安や施設

問題の困難 さがあるため、女子高等教育の発展 のために、女子大学が大 きな重要 性 と使命 を持 って

いる とい う内容が提示 された。

藤本は、研究会の基本方針 につ いて 「女子大学 を設 立す ることが何 よ りも女子 の高等教育 の門戸

を開 く早道 だ とい う考 え方 に基 づ く一方で、大学教育において女子教育の特性 を生か したい とい う

伝統的な尊重 の思いが女子専門学校 を昇格 させ たい とい う意図 となった」と述懐 している。さらに、

藤本の記述 の中で最 も留意 したい ことは、女子教育研 究会 が女子専門学校 を思い切 ってその程度 を

大学 にまで高 め、アメ リカのブ リンマーカ レッジ等に倣 い、 日本 に根 をお ろす独 自の女子大学 を作

り上げ よ うとしていた ことである。

女子教 育研究会が開催 され る数 ヶ,月前に出 された ドノヴァンの女子教育の遂行計画には、女子専

門学校 を大学 レベル に引き上げる ことは、少 な くともアメ リカで知 られてい るカ レッジの レベルに

す ることが 目標 として掲 げ られていた。 ドノヴァンの個人文書 を通覧す るかぎ りでは、 この1946年
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7月 の計画 に初 めて、アメ リカの女了カ レッジをモデル とした大学設置 を 目指す こ とを端 的に表現

してい る(39)。

1946年11月11日 に開催 された第3回 総会は、高等教育にふ さわ しい家政学の内容 について議i論が

展 開された。研究会において、「家政学を大学 におけ る専 門研 究科」とす ることはかな り重要 なテー

マ であった。報告書か らは、大学 の学問にふ さわ しい とされ る家政学 の定義が、 ドノヴァン とホー

ムズの助言 を基 に、アメ リカにおける家政学をモデル として構築 され ていた と推測でき る内容が報

告 されている。

研究会 を概観 して明 らかな よ うに、 ドノヴァンがアメ リカでの経験 を基に助言者 として重要な役

割 を担っていた ことが垣 間見 られ る。研 究会 では討論や研究 に十分 な時間 を費や した結果 、討議内

容 の決議書 を文部省 、教育刷新委員会 に提 出 した。 しか し、単に研究結果 を当局 に訴 えるだけでは

影響がみ られ ない との結論 に至 り、その後、女子大学の設置、大学にお ける家政学科の設置 をめぐ

る議論 は、女了大学連盟お よび大学設立基準設定協議会へ と継続 され ていった。

結びにかえて

本稿 の 目的は、CI&Eの 女子教育担当官 アイ リ0ン ・ドノヴァンが戦後の教育改革 に果た した役割

を明 らかにす ることであった。 占領初期の女子教育政策 において、いかに ドノヴァンが重要 な立場

に位 置づけ られたかは上記で検討 してきた とお りであ る。

ドノヴァンは、民主的政体を確立 してい くために、民主主義の制度 と価値 を理解 し支持す る事の

できる 「教養 ある市民」 を作 り出す こ とが不可欠であ るとい う考えを重視 していた。それ ゆえ、 ド

ノ ヴァンは民主化社会 にお ける女性 の果たす役割の重要性、 日本女性 がよ り指導的な地位や高度な

専 門職 に就 くこ とを 目的 とした教育改革 を説 いた。 ドノヴァンの女子教育観 は女性の政治 的 ・経済

的平等の実現 を 目指す いわゆるフェ ミニズム論 に基づ くものであった。すなわち、改革期 に彼女が

一貫 して 日本 に要求 したこ とは
、アメ リカをモデルにみる民主化 と女性の地位 向上であったのであ

る。

一方
、 ドノ ヴァンの教育思想 は、 「良妻賢母」の育成 を意 図 した伝統的な教育 目的 を完全 に否定す

るものではなかった。 それは、妻 ・母 としての女性 の役割 と同時に、社会の一市民 として社会的貢

献 を果たすべ き とい う、これまでの私的領域(家)と 公 的領域(社 会)を 男女が分担 し合 うのではな

く、女性 は両領域での役割 を果 たすべ きといった教育論 の提示であった。

つま り、戦後の女子教育の 目標 は、明治以来 の伝 統的な 「良妻賢母」主義 と「男女平等」の教育理念

が相対す る形 で展開す るこ ととなった。ドノヴァンを始 めとす る女子教育担 当官たちの援助の もと、

戦後の女子高等教育改革 においては、 自立 した人間教育を 目指す といった教育本来の 目的をもって

展 開され、その結果 、社会的に活躍す る女性 の人材養成 が重要な 目的のひ とつ として掲げ られた。

しか しなが ら、最大の問題は戦前 か らの女了教育の一つの伝統である 「良妻賢母」主義は、その持つ

社会的意味が不問に付 されたまま、無意識 に女子高等教育 の一 目標 として残存 して しまったこ とで

ある。それ ゆえ 「良妻 賢母」の女子教育は戦後真剣 に社会的意義が問われないまま、女子大学がそ

の教育理念 を混在 させ て しまった とい える。結局、 この問題は改革 の不徹底 さの現れであ り、戦後

女子高等教育改革には 「限界」があったことを露呈 している。 この点については稿 を改めて論 じるこ

ととしたい。
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